
身体障害者手帳
18,280人

延べ
24,320人

療育手帳
3,575人

精神障害者保健福祉手帳
2,465人

各手帳の所持者数（平成27年３月末現在）

○前列左から、矢島勇作さん、三田地政則さ
ん、後列左から、サポートスタッフの矢島洋
子さん、小森由美絵さん

　

障
害
に
つ
い
て
理
解
し

　

必
要
な
配
慮
を

　

私
た
ち
の
社
会
に
は
、
様
々
な
障
害

の
あ
る
人
が
い
ま
す
。
市
で
は
、
障
害

の
種
類
に
応
じ
て
、
身
体
障
害
者
手
帳

・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
手
帳
を
持

っ
て
い
る
人
は
、
平
成
27
年
３
月
末
現

在
、
市
内
に
延
べ
２
万
４
千
３
２
０
人
。

　

こ
れ
ら
の
手
帳
を
持
つ
人
た
ち
を
は

じ
め
、
障
害
の
あ
る
人
が
安
心
し
て
毎

日
を
送
る
た
め
に
は
、
障
害
の
な
い
人

も
障
害
に
つ
い
て
理
解
し
、
必
要
な
配

慮
を
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

上
の
写
真
の
よ
う
に
、
筆
談
で
や
り
取

り
す
る
こ
と
も
必
要
な
配
慮
の
１
つ
で

す
。
こ
う
し
た
考
え
を
基
に
施
行
さ
れ

る
の
が
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
で
す
。

　

今
回
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
声
を
紹

介
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
の
内
容
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

４月に施行される、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」。
今回は、障害のある人の声を紹介するとともに、
障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会のために
今、一人一人ができることを考えます。

［特集］

｢障害者差別解消法」って何？

↑

↑

↑

さ
ん
に
と
っ
て
、
障
害
者
向
け
の
駐
車

場
が
塞
が
っ
て
い
る
と
非
常
に
困
り
ま

す
。
矢
島
さ
ん
は
「
『
車
椅
子
の
人
は
、

き
っ
と
来
な
い
だ
ろ
う
』
と
安
易
に
考

え
て
、
必
要
も
な
い
の
に
駐
車
す
る
人

が
い
ま
す
。
悪
意
が
な
く
て
も
、
こ
う

し
た
無
理
解
が
私
た
ち
を
苦
し
め
て
い

る
こ
と
に
気
付
い
て
欲
し
い
で
す
。
ち

ょ
っ
と
し
た
意
識
が
、
社
会
を
良
く
す

る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と

理
解
を
求
め
ま
す
。

　

三
田
地
さ
ん
は
「
車
椅
子
使
用
者
が

ど
ん
ど
ん
外
へ
出
て
、
理
解
を
求
め
て

行
く
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
で

も
、
そ
れ
が
で
き
ず
に
、
家
に
閉
じ
こ

も
っ
て
い
る
障
害
者
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
ぜ
ひ
外
に
出
よ
う
と
呼
び
掛
け
た

い
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

市
内
に
は
様
々
な
障
害
の
あ
る
人
が

い
ま
す
。
障
害
の
あ
る
人
の
多
く
は
、

「
ま
ず
は
障
害
に
つ
い
て
理
解
し
て
ほ

し
い
」
と
話
し
ま
す
。

　

障
害
者
向
け
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に

　

一
般
の
人
が
車
を
止
め
る
と

　

車
椅
子
同
士
が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合

う
ウ
ィ
ル
チ
ェ
ア
ー
（
車
椅
子
）
ラ
グ

ビ
ー
の
チ
ー
ム
「
神
威
」
。
メ
ン
バ
ー

の
矢
島
勇
作
さ
ん
と
三
田
地
政
則
さ
ん

は
、
共
に
40
歳
代
。
交
通
事
故
に
よ
り
、

20
歳
代
か
ら
車
椅
子
を
使
用
し
て
い
ま

す
。
「
車
椅
子
を
使
い
始
め
た
当
時
と

比
べ
る
と
、
社
会
的
な
環
境
は
整
っ
て

き
た
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
不
便

な
こ
と
は
多
い
で
す
」
と
矢
島
さ
ん
。

自
分
で
車
を
運
転
し
て
移
動
す
る
矢
島

会
話
は
、
間
に
入
っ
た
要
約
筆
記
者
の

筆
記
に
頼
る
場
合
が
多
い
状
況
で
す
。

大
橋
さ
ん
は
「
要
約
筆
記
者
が
い
な
い

時
代
は
、
相
手
の
話
が
分
か
ら
ず
、
自

分
の
言
い
た
い
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が

難
し
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
苦
し
か
っ

た
で
す
。
ま
だ
、
要
約
筆
記
と
い
う
方

法
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
も
い
る

の
で
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ

し
い
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
同
協
会
で

は
、
毎
月
、
要
約
筆
記
サ
ー
ク
ル
と
合

同
で
勉
強
会
を
開
く
な
ど
し
て
、
聴
覚

障
害
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
よ
う

活
動
し
て
い
ま
す
。
要
約
筆
記
者
養
成

講
座
も
開
催
し
て
い
る
の
で
、
興
味
の

あ
る
方
は
、
旭
川
中
途
難
失
聴
者
協
会

（　

・　

31
・
５
２
５
０
）
へ
。

　

一
方
、
外
見
か
ら
は
障
害
の
あ
る
こ

と
が
分
か
ら
な
い
人
も
い
ま
す
。

　

外
見
か
ら
は
分
か
ら
な
い

　

障
害
だ
か
ら
こ
そ

　

大
橋
美
智
子
さ
ん
は
27
歳
の
と
き
に

突
発
性
難
聴
に
な
り
、
72
歳
の
現
在
は

聴
覚
障
害
者
と
し
て
、
旭
川
中
途
難
失

聴
者
協
会
の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

中
途
難
失
聴
の
人
は
、
か
つ
て
は
耳

が
聞
こ
え
て
い
た
た
め
、
話
し
て
い
る

人
の
声
は
聞
こ
え
な
く
て
も
、
自
ら
話

す
こ
と
に
不
自
由
が
な
い
人
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。
「
だ
か
ら
こ
そ
、
中
途
難
失

聴
者
は
理
解
さ
れ
づ
ら
い
」
と
大
橋
さ

ん
は
話
し
ま
す
。
同
協
会
の
会
員
に
は

手
話
を
身
に
付
け
て
い
な
い
人
も
多
く
、

障
害
の
あ
る
人
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
よ
う

○中途失聴の大橋美智子さん（中央）、市内の要約筆記サー
クルの新井あい子さん（左）と奥山美智子さん

○車椅子ラグビーチーム「神威」は、毎週、
おぴったで練習しています

↑○中途難失聴者のための講座

↑○相手の言葉を筆記し
て聴覚障害者に見せる

み
た
ち　

ま
さ
の
り

か
む
い

や
じ
ま　

ゆ
う
さ
く

やじま　よう

こ こもり　 ゆ み え

あらい おくやま　 み ち こ

お
お
は
し　

み
ち
こ
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障害のある方に
関するマークの
一例

障害の種類を理解して、適切な配慮を

視
覚
障
害
の
あ
る
方

●自分から声を掛ける
周りの状況が見えないため、声を掛け
られなければ、会話を始めることがで
きないので、困っている様子のときは、
こちらから声を掛ける
●「これ」「そこ」などは使わない
場所を伝えるときは「30cm右」など
と、物は具体的な位置を説明したり、
触れてもらったりする
●歩行を妨げない
点字ブロックの上に、自転車や物を置
かない

障害には様々な種類があり、個人によっても違いがあります。外見からは分か
りにくい障害も多くあります。まずは、障害を正しく理解し、障害のある方は
どのような配慮や支援を必要としているのかを知り、適切なコミュニケーショ
ンを心掛けましょう。ここでは、知っていただきたい主な例を紹介します。

障害
の特性

全く見えない方と見えにく
い方がいます　

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

聴
覚
・
言
語
障
害
の
あ
る
方

●会話する方法を確認する
筆談、手話、手の形を文字言語に対応
させた指文字、口の動きから読み取る
読話や、それをまねて口の動きで意思
を伝える口語のうち、どの方法が良い
か確認する
●聞き取りにくい場合は確認する
本人の話が聞き取れないときは、聞き
返したり、紙などに書いてもらったり
して確認する

障害
の特性

全く聞こえない方と聞こえ
にくい方、言語障害を伴う
方と伴わない方がいます 肢

体
不
自
由
の
あ
る
方

●車椅子を使用している方の移動を手
　伝う
段差がある場所などでの移動を手伝っ
たり、高い所にある物を手渡したりす
るなどの手助けをする
●聞き取りにくい場合は確認を
脳性麻痺の方の中には、書くことや話
すことが困難な方もいるので、会話が
聞き取りにくいときは、一語一語確認
する

障害
の特性

上肢や下肢の麻痺や欠損な
どにより、日常の動作や姿
勢保持が困難な方、脳性麻

痺の方などがいます

知
的
障
害
の
あ
る
方

障害
の特性

発達期に知的機能の障害が
現れ、生活上の特別な支援
を必要とします

●内容が理解できるように、具体的に
　分かりやすく伝える
●ゆっくり、やさしい言葉で伝える
●一度に多くのことを伝えると混乱す
　る場合があるので、小さく区切って
　丁寧に説明する
●困っている様子の人には「どうしま
　したか」、「何かお手伝いしますか」
　と穏やかな口調で声を掛ける

こんな配慮を…

発
達
障
害
の
あ
る
方

●笑顔で対応する
不安の強い方や感覚が過敏な方もいる
ので、適度な声の大きさで、笑顔で穏
やかに会話する
●具体的に分かりやすく伝える
抽象的な表現や否定的な言葉を使わず、
具体的に説明する
●落ち着く時間を取る
たくさんの人がいる場所や狭い空間な
どで、パニック症状を起こす方もいる
ので、場所を変え落ち着く時間を取る

障害
の特性

広汎性発達障害（自閉症な
ど）、学習障害、注意欠陥
多動性障害など、脳機能の

発達に関係する障害です

精
神
障
害
の
あ
る
方

●笑顔で対応する
不安の強い方や感覚が過敏な方もいる
ので、適度な声の大きさで、笑顔で穏
やかに会話する
●本人の話を否定せずに聞く
●ストレスに弱くコミュニケーション
　が苦手なので、無理に励まさない

障害
の特性

統合失調症、うつ病、てん
かん、アルコール依存症な
どの様々な精神疾患により、

外見からは分かりにくいが、日常生活
や社会生活のしづらさを抱えています

内
部
障
害
の
あ
る
方

●負担を掛けないよう配慮する
疲れやすく、集中力や根気が続かない
など、外見からは分かりにくい症状が
あるので、できるだけ負担を掛けない
ようにする
●携帯電話等の使用のルールを守る
携帯電話などの電磁波により誤作動を
起こす医療機器を身に付けている方が
いるので、バスや公共の場でのルール
を守る

障害
の特性

心臓機能、腎臓機能、呼吸
器機能、ぼうこう・直腸機
能、小腸機能、ヒト免疫不

全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能、
肝臓機能の７種類の機能障害の方がい
ます

難
病
等
で
あ
る
方

障害
の特性

難病とは、原因不明で、治
療がきわめて困難であり、
後遺症を残すおそれが少な

くないことや、症状が慢性化し、長期
にわたり生活面に支障を来す疾病をい
います。平成25年４月の障害者総合支
援法の施行により、障害福祉サービス
等の対象になりました

●支援してほしい内容を本人に確認
外見からは分かりにくく、体調の変動
が激しいので、症状や体調に応じて、
支援してほしい内容を確認しながら、
できるだけ負担を掛けないようにする

ま ひ

［特集］｢障害者差別解消法」って何？

盲人のための
国際シンボル
マーク

障害者のための
国際シンボル
マーク

身体障害者
標識

ハート・プラス・マーク
（内部障害・内臓疾患を
示すマーク）
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障害のある方に
関するマークの
一例

障害の種類を理解して、適切な配慮を

視
覚
障
害
の
あ
る
方
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られなければ、会話を始めることがで
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障害
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こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

こんな配慮を…

聴
覚
・
言
語
障
害
の
あ
る
方
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体
不
自
由
の
あ
る
方
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勢保持が困難な方、脳性麻

痺の方などがいます

知
的
障
害
の
あ
る
方
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の特性

発達期に知的機能の障害が
現れ、生活上の特別な支援
を必要とします

●内容が理解できるように、具体的に
　分かりやすく伝える
●ゆっくり、やさしい言葉で伝える
●一度に多くのことを伝えると混乱す
　る場合があるので、小さく区切って
　丁寧に説明する
●困っている様子の人には「どうしま
　したか」、「何かお手伝いしますか」
　と穏やかな口調で声を掛ける

こんな配慮を…

発
達
障
害
の
あ
る
方

●笑顔で対応する
不安の強い方や感覚が過敏な方もいる
ので、適度な声の大きさで、笑顔で穏
やかに会話する
●具体的に分かりやすく伝える
抽象的な表現や否定的な言葉を使わず、
具体的に説明する
●落ち着く時間を取る
たくさんの人がいる場所や狭い空間な
どで、パニック症状を起こす方もいる
ので、場所を変え落ち着く時間を取る

障害
の特性

広汎性発達障害（自閉症な
ど）、学習障害、注意欠陥
多動性障害など、脳機能の

発達に関係する障害です

精
神
障
害
の
あ
る
方

●笑顔で対応する
不安の強い方や感覚が過敏な方もいる
ので、適度な声の大きさで、笑顔で穏
やかに会話する
●本人の話を否定せずに聞く
●ストレスに弱くコミュニケーション
　が苦手なので、無理に励まさない

障害
の特性

統合失調症、うつ病、てん
かん、アルコール依存症な
どの様々な精神疾患により、

外見からは分かりにくいが、日常生活
や社会生活のしづらさを抱えています

内
部
障
害
の
あ
る
方

●負担を掛けないよう配慮する
疲れやすく、集中力や根気が続かない
など、外見からは分かりにくい症状が
あるので、できるだけ負担を掛けない
ようにする
●携帯電話等の使用のルールを守る
携帯電話などの電磁波により誤作動を
起こす医療機器を身に付けている方が
いるので、バスや公共の場でのルール
を守る

障害
の特性

心臓機能、腎臓機能、呼吸
器機能、ぼうこう・直腸機
能、小腸機能、ヒト免疫不

全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能、
肝臓機能の７種類の機能障害の方がい
ます

難
病
等
で
あ
る
方

障害
の特性

難病とは、原因不明で、治
療がきわめて困難であり、
後遺症を残すおそれが少な

くないことや、症状が慢性化し、長期
にわたり生活面に支障を来す疾病をい
います。平成25年４月の障害者総合支
援法の施行により、障害福祉サービス
等の対象になりました

●支援してほしい内容を本人に確認
外見からは分かりにくく、体調の変動
が激しいので、症状や体調に応じて、
支援してほしい内容を確認しながら、
できるだけ負担を掛けないようにする

ま ひ

［特集］｢障害者差別解消法」って何？

盲人のための
国際シンボル
マーク

障害者のための
国際シンボル
マーク

身体障害者
標識

ハート・プラス・マーク
（内部障害・内臓疾患を
示すマーク）
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た
に
う
ち　

か
ず
ひ
ろ

○大災害の危険性を訴える気象官の谷内一弘さん↑

由
で
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
を
拒
否

し
た
り
制
限
し
た
り
、
ま
た
、
障
害
の

な
い
人
に
は
付
け
な
い
よ
う
な
条
件
を

付
け
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
合
理
的
配
慮
の
提
供

　

行
政
機
関
は
、
障
害
の
あ
る
人
か
ら

何
ら
か
の
配
慮
を
求
め
る
意
思
表
示
が

あ
っ
た
場
合
は
、
負
担
に
な
り
過
ぎ
な

い
範
囲
で
、
合
理
的
な
配
慮
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

民
間
事
業
者
は
、
合
理
的
配
慮
へ
の

努
力
義
務
が
あ
り
ま
す
。

［特集］｢障害者差別解消法」って何？
　

法
律
を
制
定
し
た
目
的　
　

　

国
や
市
町
村
と
い
っ
た
行
政
機
関
や

民
間
事
業
者
に
よ
る
、
障
害
の
あ
る
人

へ
の
差
別
を
な
く
し
、
障
害
の
あ
る
人

も
な
い
人
も
、
互
い
に
人
格
と
個
性
を

尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
で
き
る
社
会

を
つ
く
る
た
め
の
法
律
で
す
。

●
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止

　

行
政
機
関
も
民
間
事
業
者
も
、
正
当

な
理
由
な
く
、
障
害
が
あ
る
と
い
う
理

声
を
挙
げ
る
こ
と
で
変
え
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
声
に
耳
を
傾
け
、
障
害
の

あ
る
人
へ
の
差
別
を
な
く
し
、
適
切
な

配
慮
や
支
援
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

市
で
は
、
障
害
を
理
由
に
差
別
的
な

扱
い
を
受
け
た
り
、
合
理
的
な
配
慮
を

拒
否
さ
れ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
窓
口

で
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
法
律

の
施
行
を
機
に
、
一
人
一
人
が
改
め
て
、

障
害
に
つ
い
て
理
解
し
、
障
害
の
あ
る

な
し
で
分
け
隔
て
る
こ
と
な
く
、
互
い

に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
共
に
安
心
し

て
暮
ら
し
て
い
け
る
ま
ち
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
詳
細
】
障
害
福
祉
課
（　

25
・
６
４

７
６
、　

24
・
７
０
０
７
）

　

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
に

　

誰
も
が
病
気
や
加
齢
、
事
故
な
ど
で
、

障
害
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

今
回
取
材
し
た
矢
島
さ
ん
、
三
田
地
さ

ん
、
大
橋
さ
ん
も
人
生
の
途
中
で
障
害

者
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
障
害
者

に
な
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
生
活

で
は
当
た
り
前
と
感
じ
て
い
た
こ
と
も
、

大
き
な
障
壁
に
な
る
と
声
を
そ
ろ
え
て

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
障
害
へ

の
理
解
が
乏
し
い
人
の
無
神
経
な
発
言

や
対
応
で
、
心
が
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
そ
う
で
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
が
社
会
生
活
を
送
る

上
で
の
障
壁
は
、
様
々
な
形
で
存
在
し

て
い
ま
す
が
、
当
事
者
や
周
囲
の
人
が

「
障
害
者
差
別
解
消
法
」の
内
容
は
？

ご意見をお寄せください
手話言語に関する基本条例素案
ろう者が安心して暮らせるまちづくりのた
めの条例です
資料の配布場所　障害福祉課（７の10　第
二庁舎１階）、市政情報コーナー（６の９
総合庁舎１階）、各支所・公民館、おぴっ
た（宮前１の３）、　意見提出手続
資料の配布・意見の提出期間
３月25日㈮～４月25日㈪　 
【詳細】障害福祉課　25・6476

手話の理解と普及に向けて
　聴覚障害のある方には、文字を読むこと
が苦手な方も多くおり、このような方々は、
手話で広くコミュニケーションがとれるよ
うになることを望んでいます。このため、
市では手話を言語として位置付け、手話の
理解と普及を進める基本条例の制定を目指
しています。

不当な差別的取扱いとは？

合理的配慮の提供とは？

車椅子の利用者が入店
を断られた

メニューを分かりや
すく説明したり、写
真を活用したりする

必要のない人が
障害者向けの駐
車スペースを利
用しないように、
注意を促す

筆談・読み上げ
・手話などによ
りコミュニケー
ションを行う

障害を理由にアパートを
貸してもらえない

〈事例〉

〈事例〉

8こうほう旭川市民　2016（平成28）年◦３月


